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の
れ
ん
の
非
償
却
に
つ
い
て
引
き
続

き
意
見
聴
取
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｆ
、企
業
会
計
基
準
諮
問
会
議

会
　
　
計

防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
実
務
対

応
報
告
案
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

気
候
基
準
の
改
正
案
、次
回
公
表
議
決

予
定
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
11
月
17
日
、
財
務
会
計
基
準

機
構
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
企
業
会

計
基
準
諮
問
会
議
は
第
55
回
会
合
を

開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

の
れ
ん
の
非
償
却

前
回
会
合
で
、
の
れ
ん
の
非
償
却

の
導
入
（
選
択
制
）
お
よ
び
の
れ
ん

償
却
費
の
計
上
区
分
変
更
に
つ
い
て

テ
ー
マ
提
言
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
こ
れ
ま
で
親
委
員
会
に
て
６
回

に
わ
た
り
「
の
れ
ん
の
非
償
却
の
導

入
及
び
の
れ
ん
償
却
費
計
上
区
分
の

変
更
」
に
関
す
る
公
聴
会
が
開
催
さ

れ
、
関
係
者
か
ら
意
見
聴
取
を
行
っ

た
。
今
回
、そ
の
内
容
が
報
告
さ
れ
、

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
検
討
が
行

わ
れ
た
。

公
聴
会
で
の
意
見
を
聞
く
対
象

に
、
作
成
者
と
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
以
外
の
日
本
基
準
適
用
会
社
や
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
適
用
会
社
、
監
査

人
と
し
て
小
規
模
監
査
法
人
、
利
用

者
と
し
て
海
外
投
資
家
な
ど
を
追
加

す
べ
き
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、「
の
れ
ん
だ
け
で
は
な
く
、

減
損
や
無
形
固
定
資
産
の
会
計
基
準

全
体
に
関
す
る
議
論
に
広
げ
る
べ

き
」、「
会
社
法
上
や
税
務
上
の
取
扱

い
の
ほ
か
、
単
体
財
務
諸
表
に
適
用

さ
れ
る
場
合
の
影
響
も
調
査
す
べ

き
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

議
長
か
ら
、
２
０
２
６
年
３
月
の

次
回
本
諮
問
会
議
に
向
け
て
、
今
回

聞
か
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
た
意
見
聴

取
等
の
対
応
を
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
依
頼
し

て
い
く
旨
が
示
さ
れ
た
。

株
式
報
酬

本
諮
問
会
議
で
は
、
こ
れ
ま
で
株

式
報
酬
の
会
計
処
理
・
開
示
（
い
わ

ゆ
る
現
物
出
資
構
成
に
よ
る
取
引
、

現
金
決
済
型
の
株
式
報
酬
取
引
、
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
）
に
つ
い
て
、

新
規
テ
ー
マ
と
す
る
か
否
か
の
検
討

が
行
わ
れ
て
き
た
。

今
回
、
本
年
４
月
か
ら
法
務
省
法

制
審
議
会
会
社
法
制
（
株
式
・
株
主

総
会
等
関
係
）
部
会
が
株
式
の
発
行

の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
始
め

て
お
り
、
会
社
法
の
改
正
の
動
向
を

見
守
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、

提
案
者
か
ら
本
テ
ー
マ
の
取
下
げ
の

申
入
れ
が
行
わ
れ
、
本
諮
問
会
議
で

は
、
本
テ
ー
マ
を
い
っ
た
ん
取
り
下

げ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
。

＊

第
５
６
４
回
親
委
員
会
で
、
本
諮

問
会
議
議
長
か
ら
、
こ
れ
ら
の
内
容

の
報
告
が
さ
れ
た
。

去
る
11
月
18
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
６
４
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

防
衛
特
別
法
人
税
の
実
務
対
応
報
告

現
在
審
議
中
の
法
人
税
等
会
計
基

準
等
の
見
直
し
に
係
る
改
正
後
の
会

計
基
準
等
と
は
別
に
、
短
期
的
な
対

応
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
実

務
対
応
報
告
公
開
草
案
72
号
「
防
衛

特
別
法
人
税
の
会
計
処
理
及
び
開
示

に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
（
案
）」

の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

２
０
２
６
年
４
月
１
日
開
始
事
業

年
度
に
お
け
る
防
衛
特
別
法
人
税
の

会
計
処
理
・
開
示
に
関
す
る
当
面
の

取
扱
い
を
定
め
る
も
の
。

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
で
公
表
議

決
さ
れ
た
（
11
月
20
日
公
表
。
コ

メ
ン
ト
期
限
は
２
０
２
６
年
１
月

20
日
。https://w

w
w

.asb-j.jp/
jp/project/exposure_draft/
y2025/2025-1120.htm

l

）。

法
人
税
等
会
計
基
準
等
の
見
直
し

第
97
回
税
効
果
会
計
専
門
委
員

会
（
２
０
２
５
年
12
月
１
日
号
（
№

１
７
６
１
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
法
人
税
等
会
計

基
準
の
見
直
し
に
お
け
る
住
民
税

（
均
等
割
）
の
適
用
初
年
度
の
経
過

措
置
に
関
す
る
再
提
案
お
よ
び
文
案

検
討
が
行
わ
れ
た
。

住
民
税
（
均
等
割
）
に
関
す
る
適

用
初
年
度
に
つ
い
て
、
当
初
、
特
段

の
経
過
措
置
を
設
け
て
い
な
い
た

め
、
原
則
と
し
て
過
去
の
財
務
諸
表

に
つ
い
て
、
新
た
な
表
示
方
法
に
従

い
財
務
諸
表
の
組
替
え
を
行
う
こ
と

を
提
案
し
て
い
た
。
こ
れ
に
反
対
す

る
意
見
が
聞
か
れ
た
た
め
、「
特
段

の
条
件
を
設
け
ず
に
、
住
民
税
（
均

等
割
）
に
関
し
て
、
適
用
初
年
度
の

比
較
情
報
の
組
替
え
を
行
う
こ
と
を

要
し
な
い
旨
を
新
た
に
追
加
す
る
」

と
の
再
提
案
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
賛
成
意
見
が
聞
か
れ
、

「『
要
し
な
い
』
で
は
な
く
『
で
き
る
』

規
定
に
」
と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

後
発
事
象

前
回
親
委
員
会
（
２
０
２
５
年
12

月
１
日
号
（
№
１
７
６
１
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
87
号
「
後

発
事
象
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」

等
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
対
応
お

よ
び
文
案
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
の
審
議
を
踏
ま
え
、
文

案
に
お
い
て
、
後
発
事
象
を
「
決
算

日
後
に
発
生
し
た
企
業
の
財
政
状

態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
す
事

象
の
う
ち
、
評
価
期
間
の
末
日
ま
で

に
発
生
し
た
事
象
」
と
定
義
し
、
評

価
期
間
の
末
日
を
「
原
則
と
し
て
、

財
務
諸
表
の
公
表
の
承
認
日
」
と
す

る
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、賛
意
が
聞
か
れ
た
。

去
る
11
月
20
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

59
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。
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紛
争
解
決
の
プ
ロ
セ
ス

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

国
が
被
告
人
に
刑
罰
を
科
す
に
は
、

「
刑
事
」
裁
判
の
手
続
を
経
る
こ
と

が
必
須
で
す
。
検
察
官
と
被
告
人
が
、

法
廷
で
「
懲
役
〇
年
で
手
を
打
ち
ま

し
ょ
う
」
と
合
意
す
る
こ
と
は
、
あ

り
ま
せ
ん
。　

こ
れ
に
対
し
、「
民
事
」
の
紛
争
、

す
な
わ
ち
「
国
民
ど
う
し
」
の
揉
め

事
は
、
裁
判
を
せ
ず
に
、
話
し
合
い

で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
お
金
の
貸
し
借
り
は
、

借
主
が
最
初
か
ら
踏
み
倒
す
つ
も
り

で
あ
れ
ば
詐
欺
罪
と
な
る
可
能
性
は

あ
り
ま
す
が
、そ
う
で
な
い
限
り
、「
民

事
」
の
問
題
と
な
り
ま
す
。
民
事
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
知

り
合
い
に
貸
し
た
１
万
円
を
返
し
て

も
ら
え
な
い
場
合
、
い
き
な
り
裁
判

を
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
支
払
の
催

促
を
し
た
後
、「
〇
月
○
日
ま
で
に
返

し
ま
す
」
と
い
う
合
意
書
を
交
わ
し

た
り
、「
毎
月
、
１
、０
０
０
円
ず
つ

分
割
で
返
し
ま
す
」
と
い
う
示
談
を

し
た
り
し
て
、
当
事
者
の
間
で
解
決

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
刑
事
」
事
件
の
捜
査
や
裁
判
の
手

続
は
、
必
ず
法
令
に
基
づ
い
て
実
施

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
、「
民

事
」
紛
争
は
解
決
の
方
法
も
さ
ま
ざ

ま
で
す
し
、
必
ず
し
も
法
律
に
従
っ
て

解
決
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

「
経
済
的
な
損
を
取
り
戻
し
た
い
」、

「
最
高
裁
ま
で
争
っ
て
信
念
を
貫
き
た

い
」、「
早
く
揉
め
事
か
ら
解
放
さ
れ
て

穏
や
か
な
暮
ら
し
に
戻
り
た
い
」、「
と

に
か
く
相
手
へ
の
恨
み
を
晴
ら
し
た

い
」
な
ど
、
案
件
に
よ
っ
て
当
事
者
の

目
指
す
ゴ
ー
ル
が
異
な
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
弁
護
士
は
、
最
初

に
民
事
の
法
律
相
談
を
受
け
た
と
き
、

「
ご
相
談
者
が
最
終
的
に
何
を
実
現

さ
せ
た
い
の
か
」
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

表
向
き
の
目
的
と
本
音
が
違
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
し
、
相
談
者
自
身
、
自

分
の
本
心
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
質
問
し
な
が
ら
、
本
心

を
引
き
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

「
民
事
」
の
場
合
、
当
事
者
が
、
あ

ら
か
じ
め
「
契
約
」
と
い
う
形
で
解

決
の
ル
ー
ル
を
設
定
し
て
お
く
こ
と

が
可
能
で
す
。

た
と
え
ば
、
法
律
上
、
契
約
を
一

方
的
に
解
除
す
る
に
は
、
相
手
の
契

約
違
反
な
ど
の
要
件
が
必
要
と
な
る

の
で
す
が
、
契
約
書
に
「
差
押
え
や

支
払
停
止
な
ど
、
相
手
の
経
済
的
信

用
を
失
わ
せ
る
状
況
が
あ
れ
ば
解
除

で
き
る
」、「
相
手
と
反
社
会
的
勢
力

と
の
つ
な
が
り
が
発
覚
す
れ
ば
解
除

で
き
る
」
と
い
っ
た
条
項
を
入
れ
て
お

け
ば
、
契
約
で
定
め
た
ル
ー
ル
に
従
っ

て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

民
事
事
件
で
は
、
弁
護
士
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
の
場
合
、
労

働
紛
争
で
は
、
顧
問
先
な
ど
企
業
側

の
代
理
人
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
知
人
の
労
働
者
か
ら
相
談
を
受

け
れ
ば
、
労
働
者
側
と
し
て
企
業
と

対
峙
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
原
告

の
代
理
人
と
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
訴
え
ら
れ
た
方
か

ら
相
談
を
受
け
て
被
告
の
代
理
人
と

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

依
頼
者
の
利
益
を
実
現
す
る
に
は
、

「
相
手
の
立
場
で
考
え
る
こ
と
」
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。「
相
手
は
、
こ
の
よ

う
に
反
論
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
し

た
ら
、
こ
ん
な
再
反
論
を
し
て
、
こ

れ
を
証
拠
と
し
て
出
そ
う
・・
」
と
い
っ

た
見
通
し
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
か

ら
で
す
。

相
手
に
は
「
裁
判
官
」
も
含
ま
れ

ま
す
。
裁
判
官
は
中
立
の
立
場
で
す

か
ら
、
原
告
と
も
被
告
と
も
違
っ
た

見
方
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で

す
。
相
手
の
予
想
さ
れ
る
反
論
や
相

手
の
手
元
に
あ
る
証
拠
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
裁
判
官
の
思
考
も
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

紛
争
を
避
け
る
た
め
に
も
、
紛
争

を
解
決
さ
せ
る
た
め
に
も
、「
相
手
の

立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
」
が
肝
要

で
す
。

通
勤
手
当
の
非
課
税
限
度
額
引
上
げ

─
国
税
庁

税
　
　
務

去
る
11
月
19
日
、
政
令
380
号
「
所

得
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
」
が
公
布
さ
れ
、
通
勤
の
た
め

自
動
車
な
ど
の
交
通
用
具
を
使
用
し

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
公
開
草
案
「
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
の
開
示
に
対
す
る
修
正

―
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修
正
案
」

に
対
応
す
る
気
候
関
連
開
示
基
準

の
改
正

⑴　
「
参
照
し
、そ
の
適
用
可
能
性
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」情

報
源

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
お
い
て
「
参
照

し
、
そ
の
適
用
可
能
性
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
情
報
源
と
さ
れ

て
い
る
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の

改
訂
が
本
年
12
月
に
公
表
予
定
で
あ

る
こ
と
に
あ
わ
せ
、
適
用
基
準
で
参

照
し
て
い
る
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
修
正
す
る
な
ど

の
対
応
が
行
わ
れ
た
。

⑵　
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
初
め
て
の
改

正
に
あ
た
っ
て
必
要
と
考
え
ら
れ

る
変
更

事
務
局
は
、
今
回
が
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
で
初
め
て
の
改
正
と
な
る
こ
と
か

ら
、Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
全
般
に
お
い
て
、

必
要
と
考
え
ら
れ
る
改
正
内
容
に
関

し
て
図
表
の
よ
う
な
論
点
に
つ
い
て

議
論
し
た
。
ま
た
、
軽
微
な
修
正
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
公
開
草
案
は
公
表

し
な
い
と
す
る
方
針
を
示
し
た
。

委
員
か
ら
は
、賛
意
が
聞
か
れ
た
。

＊

事
務
局
は
、
２
０
２
６
年
３
月
末

ま
で
に
最
終
基
準
の
公
表
を
目
指
す

と
し
、
次
回
（
12
月
11
日
予
定
）
に

も
公
開
草
案
の
公
表
議
決
を
行
う
予

定
。

（図表）　SSBJ基準全般において改正が必要と考えられる内容
①　今回の改正にあたって、強制適用の時期を定める必要があることと現行基
準における「公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連開
示から適用することができる」という記載との関係について明確化する必要が
あることから、適用基準、一般基準および気候基準は同時に適用しなければ
ならないとする定めを削除する。
②　適用基準、一般基準および気候基準における「本基準は、公表日以後終了
する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することが
できる」とする定めを2025年３月に公表した基準の適用時期に関する定めとし
て明確化する。
③　前記①および②の変更は、気候基準および適用基準だけでなく一般基準
も対象となるため、一般基準の改正の適用時期について、気候基準の改正の
適用時期と同様とすることを定める。
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超
イ
ン
フ
レ
表
示
通
貨
の
換
算
に
関

す
る
改
訂
基
準
を
公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

購
入
し
た
貸
付
金
の
信
用
損
失
に
関

す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

て
い
る
給
与
所
得
者
に
支
給
す
る
通

勤
手
当
の
非
課
税
限
度
額
が
引
き
上

げ
ら
れ
た
。
翌
日
11
月
20
日
に
施
行

さ
れ
、
本
年
４
月
１
日
以
後
に
支
払

わ
れ
る
べ
き
通
勤
手
当
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
る
。

自
動
車
や
自
転
車
な
ど
の
交
通
用

具
を
使
用
し
て
い
る
人
に
支
給
す
る

通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
１
カ
月
当
た

り
の
非
課
税
限
度
額
が
図
表
の
よ
う

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

改
正
前
に
す
で
に
支
払
わ
れ
た
通

勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
非

課
税
限
度
額
を
適
用
し
た
と
こ
ろ
で

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
改

正
後
の
非
課
税
限
度
額
を
適
用
し
た

場
合
に
過
納
と
な
る
税
額
が
あ
る
場

合
に
は
、
本
年
分
の
年
末
調
整
の
際

に
精
算
が
必
要
で
あ
る
。

（図表）　改正後の非課税限度額	

通勤距離の片道 改正後
（改正前からの増加額）

55km以上 38,700円（7,100円）

45km以上55km未満 32,300円（4,300円）

35km以上45km未満 25,900円（1,500円）

25km以上35km未満 19,700円（1,000円）

15km以上25km未満 13,500円（600円）

10km以上15km未満 7,300円（200円）

去
る
11
月
13
日
、
国
際
会
計
基
準

審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ

21
号
「
外
国
為
替
レ
ー
ト
変
動
の
影

響
」
を
改
訂
す
る
「
超
イ
ン
フ
レ
表

示
通
貨
の
換
算
」（
以
下
、「
改
訂
基

準
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

改
訂
基
準
は
、
会
社
が
、
超
イ
ン

フ
レ
で
は
な
い
通
貨
で
表
示
し
て
い

る
財
務
諸
表
を
、
ど
の
よ
う
に
超
イ

ン
フ
レ
通
貨
の
財
務
諸
表
に
換
算
す

る
べ
き
か
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

改
訂
基
準
の
概
要

企
業
の
機
能
通
貨
が
超
イ
ン
フ
レ

下
の
経
済
の
通
貨
で
は
な
い
が
、
そ

の
表
示
通
貨
が
超
イ
ン
フ
レ
下
の
経

済
の
通
貨
で
あ
る
場
合
に
は
、
業
績

お
よ
び
財
政
状
態
は
、
す
べ
て
の
金

額
（
資
産
、
負
債
、
資
本
、
収
益
、

費
用
、
お
よ
び
比
較
期
間
の
表
示
金

額
も
含
む
）
を
直
近
の
財
政
状
態
計

算
書
日
の
表
示
通
貨
に
換
算
す
る
必

要
が
あ
る
。

企
業
の
表
示
通
貨
の
経
済
が
超
イ

ン
フ
レ
で
は
な
く
な
り
、
一
方
で
企

業
の
機
能
通
貨
は
引
き
続
き
超
イ
ン

フ
レ
下
の
経
済
で
は
な
い
通
貨
の
場

合
に
は
、
企
業
は
も
は
や
前
記
の
会

計
処
理
を
行
う
こ
と
は
な
く
、
超
イ

ン
フ
レ
下
の
経
済
で
は
な
い
場
合
の

定
め
に
従
っ
た
換
算
を
行
う
。
当
該

変
更
は
、
超
イ
ン
フ
レ
で
は
な
い
経

済
環
境
に
な
っ
た
際
に
、
将
来
に
向

け
て
行
い
、
過
去
の
期
の
金
額
を
再

度
換
算
す
る
こ
と
は
な
い
。

企
業
の
機
能
通
貨
と
表
示
通
貨
が

異
な
り
、
機
能
通
貨
が
超
イ
ン
フ
レ

下
の
経
済
の
通
貨
で
あ
る
場
合
に

は
、
業
績
お
よ
び
財
政
状
態
の
表
示

通
貨
へ
の
換
算
に
あ
た
っ
て
は
、
す

べ
て
の
項
目
を
直
近
の
財
政
状
態
計

算
書
の
日
付
の
レ
ー
ト
で
換
算
し
、

比
較
期
間
の
金
額
の
換
算
は
、
そ
の

後
の
換
算
レ
ー
ト
の
変
化
に
よ
る
影

響
を
調
整
し
な
い
。

適
用
関
係

改
訂
基
準
は
、
２
０
２
７
年
１
月

１
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か

ら
適
用
さ
れ
、
早
期
適
用
も
認
め
ら

れ
て
い
る
。

去
る
11
月
12
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
２
５
―
08
「
金
融
商
品
―
信
用

損
失
（
ト
ピ
ッ
ッ
ク
326
）
―
購
入
し

た
貸
付
金
（purchased loans

）」

を
公
表
し
た
。

ト
ピ
ッ
ク
326
は
信
用
損
失
を
規

定
し
て
お
り
、
企
業
結
合
な
ど
で

取
得
し
た
金
融
資
産
（acquired 

financial assets

）
に
関
し
て
、「
Ｐ

Ｃ
Ｄ
資
産
（purchased financial

assets w
ith credit deteriora-

tion

）」
を
「
取
得
者
の
評
価
に
よ
っ

て
、
取
得
日
現
在
で
、
発
行
か
ら
信

用
の
質
の
か
な
り
の（m

ore-than-

insignificant

）
悪
化
（deterio-

ration

）
を
経
験
し
た
と
決
定
さ
れ

た
資
産
」と
定
義
し
、「
Ｐ
Ｃ
Ｄ
資
産
」

と
「
Ｐ
Ｃ
Ｄ
資
産
以
外
の
取
得
し
た

金
融
資
産
」
の
会
計
処
理
を
別
々
に

示
し
て
い
た
。

「
Ｐ
Ｃ
Ｄ
資
産
」に
つ
い
て
は
、「
購

入
価
格
」
に
「
取
得
日
の
貸
倒
（
信

用
損
失
）
引
当
金
」
を
追
加
し
た
金

額
を
当
初
の
償
却
原
価
と
す
る
「
総

額
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
、「
Ｐ

Ｃ
Ｄ
資
産
以
外
の
取
得
し
た
金
融
資

産
」
に
つ
い
て
は
、「
購
入
価
格
」

を
当
初
の
償
却
原
価
と
し
て
、
信
用

損
失
の
金
額
は
た
だ
ち
に
信
用
損
失

費
用
と
し
て
計
上
す
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
概
要

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、「
総
額
ア
プ
ロ
ー

チ
」
の
適
用
対
象
と
な
る
取
得
し
た

金
融
資
産
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
。

信
用
悪
化
を
伴
わ
ず
に
取
得
さ
れ
、

「
シ
ー
ズ
ン
ド
（seasoned

）（
期

間
が
経
過
し
て
い
る
）」
と
み
な
さ
れ

る
貸
付
金
は
、「
購
入
シ
ー
ズ
ン
ド

貸
付
金
（purchased seasoned 

loans

）」
と
さ
れ
、「
総
額
ア
プ
ロ
ー

チ
」
で
会
計
処
理
さ
れ
る
。
具
体
的

に
は
、
企
業
が
貸
付
金
に
つ
い
て
、

当
初
の
貸
付
日
か
ら
の
信
用
悪
化
の

評
価
に
基
づ
い
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｄ
資
産
で

な
い
貸
付
金
と
判
断
し
た
後
、
当
該

貸
付
金
が
「
シ
ー
ズ
ン
ド
」
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
Ａ

Ｓ
Ｕ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
適
用
す
る
。

企
業
結
合
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た

す
べ
て
の
Ｐ
Ｃ
Ｄ
で
な
い
貸
付
金

は
、「
シ
ー
ズ
ン
ド
」と
み
な
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
Ｐ
Ｃ
Ｄ
で
な
い
貸
付
金
に

つ
い
て
は
、
当
初
の
貸
付
日
か
ら
少

な
く
と
も
90
日
後
に
購
入
さ
れ
、
か

つ
取
得
者
が
当
該
貸
付
の
発
生
に
関

与
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
、「
シ
ー

ズ
ン
ド
」
と
み
な
さ
れ
る
。

適
用
関
係

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
２
０
２
６
年
12

月
16
日
以
降
開
始
す
る
年
度
か
ら
将

来
に
向
か
っ
て
適
用
さ
れ
、
早
期
適

用
は
認
め
ら
れ
る
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2025年
11月17日

関西支部事務局「監
査役等の引継ぎ手引
書」

監査役
協会

監査役等の交代にあたり、企業が永続的に健全かつ持続的な発展をし続けるため、現任の監
査役等が監査活動を実施するなかで積み上げてきたもの、さらには監査役等として活動して
きた 「想い」を引き継ぐためのツールとして「引継ぎ」をテーマに資料を取りまとめたもの。
https://www.kansa.or.jp/support/library/post-14481/

2025年
11月17日

関西支部監査役ス
タッフ研究会「会計
監査人評価の現状
と今後の在り方」

監査役
協会

近年、子会社の不正・不祥事が多発していることを背景に、会計監査の信頼性確保が大きな
課題となっており、監査役等と会計監査人との連携は、金商法だけでなく、CGコードや監査
法人のガバナンス・コードでも重要視されていることを受け、会計監査人の評価を効率化し、
実効性向上を目的とした研究の成果を取りまとめたもの。
https://www.kansa.or.jp/support/library/post-14482/

長
期
金
利
の
急
騰
で
浮
上
す
る
国
債

需
給
と
財
政
リ
ス
ク
の
再
評
価

金
　
　
融

エ
ヌ
ビ
デ
ィ
ア
決
算
の
株
価
へ
の
影
響

を
ど
う
評
価
す
る
か
？

証
　
　
券

国
内
長
期
金
利
の
上
昇
が
続
い
て

い
る
。
10
月
下
旬
ま
で
１
・
６
％
付

近
で
推
移
し
て
い
た
水
準
は
、
月
末

に
か
け
て
１
・
６
％
台
後
半
へ
切
り

上
が
り
、
11
月
初
旬
に
は
１
・
７
％

に
到
達
し
た
。
そ
の
後
は
動
き
が
加

速
し
、
数
営
業
日
で
１
・
８
％
台
に

達
す
る
場
面
も
み
ら
れ
た
。
他
方
、

株
価
や
為
替
は
明
確
な
方
向
性
を
欠

き
、
金
利
だ
け
が
段
階
的
な
上
昇
を

続
け
て
い
る
点
が
特
徴
で
、
債
券
市

場
の
反
応
が
先
行
し
た
格
好
だ
。

今
回
の
動
き
を
整
理
す
る
と
、
高

市
政
権
が
掲
げ
る
積
極
財
政
方
針
に

対
す
る
見
方
が
先
ん
じ
て
変
化
し
、

国
債
需
給
に
対
す
る
警
戒
が
強
ま
っ

た
側
面
が
指
摘
で
き
る
。
防
衛
費
や

成
長
投
資
を
中
心
と
し
た
歳
出
拡
大

は
国
債
発
行
増
に
つ
な
が
り
や
す

く
、
需
給
悪
化
を
懸
念
し
た
海
外
勢

の
先
物
売
り
が
増
え
た
可
能
性
が
あ

る
。
１
・
７
％
を
超
え
る
局
面
で
は

売
り
が
一
段
と
強
ま
り
、
金
利
の
押

上
げ
要
因
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

一
方
、
株
式
市
場
で
は
財
政
拡
大

が
景
気
下
支
え
と
な
る
面
と
、
金
利

上
昇
が
企
業
収
益
の
重
し
と
な
る
面

が
相
殺
さ
れ
や
す
く
、
明
確
な
方
向

感
は
生
ま
れ
に
く
か
っ
た
。
為
替
で

現
在
の
世
界
の
株
価
動
向
を
左
右

し
て
い
る
の
は
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）

関
連
企
業
群
で
あ
る
。そ
の
な
か
で
も
、

世
界
で
時
価
総
額
ト
ッ
プ
を
誇
る
Ａ
Ｉ

向
け
半
導
体
最
大
手
の
エ
ヌ
ビ
デ
ィ
ア

の
存
在
感
が
群
を
抜
い
て
い
る
。

11
月
中
旬
、
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の

市
場
が
株
価
調
整
の
気
配
を
み
せ
て

い
た
。
Ａ
Ｉ
関
連
企
業
の
収
益
の
見

通
し
に
不
安
感
を
抱
き
始
め
た
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
19
日
に

迫
っ
て
い
た
エ
ヌ
ビ
デ
ィ
ア
の
第
３
四

半
期
決
算
の
発
表
を
全
世
界
の
株
式

市
場
が
固
唾
を
飲
ん
で
見
守
る
と
い

う
異
様
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
た
。

エ
ヌ
ビ
デ
ィ
ア
の
決
算
は
市
場
の

事
前
予
想
を
上
回
る
好
調
な
内
容
で
、

次
期
予
想
も
好
調
持
続
と
会
社
ト
ッ

プ
は
宣
言
し
た
。
有
力
な
Ａ
Ｉ
関
連

企
業
を
有
す
る
ア
ジ
ア
勢
の
株
価
は

強
力
な
プ
ラ
ス
反
応
を
示
し
た
一
方
、

欧
州
勢
の
反
応
は
プ
ラ
ス
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
。

時
差
の
影
響
で
最
後
に
反
応
し
た

米
市
場
は
、
取
引
開
始
直
後
、
株
価

が
力
強
い
上
昇
を
み
せ
た
が
、
時
間

が
経
つ
に
つ
れ
、
次
第
に
弱
く
な

り
、
終
値
は
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
、
Ｓ
＆
Ｐ

５
０
０
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
の
主
力
株
価

も
日
米
金
利
差
が
大
き
く
縮
小
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
円
高
方
向
の
持
続

的
な
動
き
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
他
市
場
へ
の
波
及
は
限

定
的
で
あ
り
、
今
回
の
金
利
上
昇
は

債
券
市
場
固
有
の
反
応
と
し
て
整
理

さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
動
き
を

日
銀
の
政
策
転
換
と
結
び
つ
け
る
の

は
早
計
だ
。
Ｙ
Ｃ
Ｃ
は
す
で
に
撤
廃

さ
れ
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
ガ
イ
ダ
ン
ス
も

明
確
に
設
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、

市
場
が
政
策
修
正
を
先
取
り
し
た
と

の
見
方
に
は
慎
重
さ
が
必
要
で
あ

る
。
む
し
ろ
財
政
運
営
や
需
給
に
対

す
る
評
価
が
金
利
形
成
に
影
響
を
与

え
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

今
後
は
来
年
度
予
算
編
成
の
内
容

や
物
価
・
賃
金
の
動
向
次
第
で
、
市

場
の
見
方
が
再
び
変
わ
る
可
能
性
が

あ
る
。
財
政
規
律
へ
の
懸
念
が
強
ま

れ
ば
金
利
の
上
昇
圧
力
は
続
き
得
る

一
方
、
景
気
下
振
れ
が
意
識
さ
れ
れ

ば
上
昇
ペ
ー
ス
が
鈍
る
展
開
も
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
企
業
の
資
金
調
達

環
境
や
家
計
の
金
利
負
担
を
通
じ
た

影
響
も
徐
々
に
表
面
化
す
る
可
能
性

が
あ
り
、
当
面
は
金
利
動
向
が
政
策

運
営
に
与
え
る
制
約
を
慎
重
に
見
極

め
る
必
要
が
あ
る
。

指
数
が
そ
ろ
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ヌ
ビ
デ
ィ
ア

自
身
の
株
価
も
前
日
比
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
た
。

米
株
価
の
動
き
は
大
方
の
予
想
に

反
す
る
意
外
な
結
果
と
な
っ
た
が
、

裏
返
せ
ば
、
米
株
式
市
場
は
現
在
の

エ
ヌ
ビ
デ
ィ
ア
を
頂
点
と
す
る
Ａ
Ｉ

関
連
産
業
の
好
調
ぶ
り
に
バ
ブ
ル
の

匂
い
を
か
ぎ
と
り
、
今
後
に
つ
い
て

楽
観
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
米

国
以
外
の
国
々
に
と
っ
て
も
、
ま
っ

た
く
他
人
事
で
は
な
い
。

日
本
の
株
価
・
株
価
指
数
は
史
上

最
高
値
を
更
新
し
、
長
年
感
じ
て
き

た
各
国
株
価
へ
の
劣
等
感
を
解
消
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
少
数

の
Ａ
Ｉ
関
連
企
業
の
驚
異
的
と
も
い

え
る
株
価
上
昇
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
企
業
が
ア

メ
リ
カ
発
の
Ａ
Ｉ
バ
ブ
ル
崩
壊
と

い
っ
た
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
ら
、
日

本
の
株
価
、
そ
し
て
経
済
も
悲
惨
な

状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
高

市
内
閣
が
取
り
か
か
っ
て
い
る
積
極

財
政
、
大
型
補
正
予
算
の
出
動
が
そ

れ
を
少
し
で
も
軽
微
に
す
る
方
向
に

働
い
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
だ
が
。


